
  

長崎県公立大学法人職員退職手当支給細則 

 

平成 17 年４月１日  

細 則 第 ６ 号  

 

改正 平成 19 年３月 28 日細則第４号 

改正 平成 27 年３月 11 日細則第６号 

改正 平成 27 年９月 28 日細則第 15 号 

改正 平成 30 年３月７日細則第７号 

改正 平成 31 年３月 27 日細則第２号 

改正 令和２年３月 10 日細則第８号 

改正 令和２年３月 26 日細則第 14 号 

改正 令和２年 12 月 11 日細則第 22 号 

改正 令和３年 12 月６日細則第 32 号 

 

 

  （目的） 

第１条 この細則は、長崎県公立大学法人職員退職手当規程（平成 17 年規程第 12 号。以下「退

職手当規程」という。）に基づき、職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（退職手当の支給手続） 

第２条 職員が退職し又は死亡したときは、その者の退職又は死亡当時の所属の長(以下「所

属の長」という。)は退職手当規程第３条の２から第８条まで及び第 11 条から第 11 条の 5

までの規定によって計算した退職手当金額計算書（様式第 1 号。以下「計算書」という。）

に次の書類を添えて理事長に提出しなければならない。 

(1) 履歴書  

(2) 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 47 条第２項に規定する障害等級に該当す

る程度の障害の状態にある負傷又は疾病により退職したときは、退職当時における診断書

及び症状の経過を記載した書類 

(3) 在職中死亡したときは、死亡当時の遺族との身分関係を明瞭にしうる戸籍証明等 

２ 理事長は、前項の書類を受け付けた場合において、これを審査し、書類に不備がなく、か

つ、退職手当を受ける資格があると認めたときは、すみやかに所属の長を通じて退職者又は

その遺族に裁定通知をなすものとする。 

 

   一部改正［平成 19 年細則第４号、平成 27 年細則第 15 号］ 

 

  （退職勧奨の記録） 

第３条 退職手当規程第 10 条に規定する勧奨（以下「退職勧奨」という。）の記録は、理事長

又はその委任を受けた者が作成する。 

２ 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 氏名及び生年月日 

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間 

(3) 退職の日における勤務地（これに準ずるものを含む。）、職名、給料月額及び年齢 

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由 

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日 

(6) その他参考となるべき事項 

３ 退職勧奨の記録の様式は、様式第２号とする。 

４ 退職勧奨の記録は、理事長又はその委任を受けた者が保管する。 



  

５ 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から５年間保管しなければならない。 

 

   一部改正［平成 19 年細則第４号］ 

 

（退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等） 

第４条 退職手当規程第 11 条の４第１項に規定する理事長が定める休職月等は、次の各号に

掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。 

(1) 育児休業（長崎県公立大学法人職員育児休業規程（平成 17 年規程第 15 号。以下「育

児休業等規程」という。）第３条第１項の規定による育児休業をいう。以下同じ。）によ

り現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が 1 歳に達した日の属す

る月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務（育児休業規程第 10 条第１項に規定する育児

短時間勤務）により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が

属していた退職手当規程第 11 条の４第 1 項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区

分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等

ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の 3 分の 1 に相当する数(当

該相当する数に 1 未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職

月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては

当該休職月等 

(2) 第 1 号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあっ

た休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除

く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職がある休職月等にあっては職員

の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の 2

分の 1 に相当する数(当該相当する数に 1 未満の端数があるときは、これを切り上げた

数)になるまでにある休職月数等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等

がない休職月等にあっては当該休職月等 

 

   追加［平成 19 年細則第４号、令和２年細則第 22 号］ 

 

（職員の区分） 

第４条の２ 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期

間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定

める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職

員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右

欄に掲げる 2 以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分

のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。 

 

   追加［平成 19 年細則第４号］ 

 

（調整月額に順位を付す方法等） 

第４条の３ 前条後段の規定により退職した者が同一の月において 2 以上の職員の区分に属し

ていたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月

額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。 

２ 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属

する月に近い月に係るものを先順位とする。 

 

   追加［平成 19 年細則第４号］ 

 

（基本給月額） 

第４条の４ 退職手当規程第 11 条の５第２項に規定するその他の職員の基本給月額は、次に

掲げる額とする。 
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(1) 給与が月手当として定められている者にあっては、その月額 

(2) 給与が日額で定められている者にあっては、その日額の 21 倍の額 

 

   追加［平成 19 年細則第４号］ 

 

 

  （退職手当支給制限処分書の様式） 

第５条 退職手当規程第 16 条第１項の規定による処分に係る同条第２項の書面の様式及び退

職手当規程第 18 条第１項（同項第１号又は第２号に該当する場合に限る。）の規定による処

分に係る同条第４項において準用する退職手当規程第 16 条第２項の書面の様式は、様式第３

号のとおりとする。 

２ 退職手当規程第 18 条第１項（同項第３号に該当する場合に限る。）又は第２項の規定によ

る処分に係る同条第４項において準用する退職手当規程第 16 条第２項の書面の様式は、様式

第４号のとおりとする。 

 

   全部改正［平成 27 年細則第 15 号］ 

 

  （退職手当支払差止処分書の様式） 

第６条 退職手当規程第 17 条第１項の規定による処分に係る同条第８項において準用する退

職手当規程第 16 条第２項の書面の様式は、様式第５号のとおりとする。 

２ 退職手当規程第 17 条第２項（同項第１号に該当する場合に限る。）の規定による処分に係

る同条第８項において準用する退職手当規程第 16 条第２項の書面の様式は、様式第６号のと

おりとする。 

３ 退職手当規程第 17 条第２項（同項第２号に該当する場合に限る。）の規定による処分に係

る同条第８項において準用する退職手当規程第 16 条第２項の書面の様式は、様式第７号のと

おりとする。 

４ 退職手当規程第 17 条第３項の規定による処分に係る同条第８項において準用する退職手

当規程第 16 条第２項の書面の様式は、様式第８号のとおりとする。 

 

   全部改正［平成 27 年細則第 15 号］ 

 

 （退職手当返納命令書の様式） 

第７条 退職手当規程第 19 条第１項（同項第１号又は第２号に該当する場合に限る。）の規定

による処分に係る同条第４項において準用する退職手当規程第 16 条第２項の書面の様式は、

様式第９号のとおりとする。 

２ 退職手当規程第 19 条第１項（同項第３号に該当する場合に限る。）の規定による処分に係

る同条第４項又は退職手当規程第 20 条第１項の規定による処分に係る同条第２項において

準用する退職手当規程第 16 条第２項の書面の様式は、様式第 10 号のとおりとする。 

 

   追加［平成 27 年細則第 15 号］ 

 

（退職手当規程第 21 条第１項に規定する懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑

うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式） 

第８条 退職手当規程第 21 条第１項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第 11 号のと

おりとする。 

 

   追加［平成 27 年細則第 15 号］ 

 

（退職手当相当額納付命令書の様式） 

第９条 退職手当規程第 21 条第１項、第２項又は第３項の規定による処分に係る同条第７項



  

において準用する退職手当規程第 16 条第２項の書面の様式は、様式第 12 号のとおりとする。 

２ 退職手当規程第 21 条第４項又は第５項の規定による処分に係る同条第７項において準用

する退職手当規程第 16 条第２項の書面の様式は、様式第 13 号のとおりとする。 

 

   追加［平成 27 年細則第 15 号］ 

 

   附 則 

 この細則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 19 年３月 28 日細則第４号） 

 この細則は、平成 19 年３月 28 日から施行し、平成 18 年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平成 27 年９月 28 日細則第 15 号） 

 この細則は、平成 27 年 10 月１日から施行する。 

 

附 則（平成 30 年３月７日細則第７号） 

この細則は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月 10 日細則第８号） 

この細則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月 26 日細則第 14 号） 

この細則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年 12 月 11 日細則第 22 号） 

この細則は、令和２年 12 月 11 日から施行する。 

 

   附 則（令和３年 12 月６日細則第 32 号） 

この細則は、令和３年 12 月６日から施行する。 

 

 別表（第４条の２関係） 

   追加［平成 19 年細則第４号］ 

   一部改正[平成 30 年細則第７号、平成 31 年細則第２号、令和２年細則第８号、 

令和２年細則第 14 号] 

第１号区分 副学長（学長の職務を代行する者に限る。） 

第２号区分 副学長（第１号区分の項に掲げる者を除く。） 

第３号区分 

学部長、研究科長、専攻長、学生部長、図書情報センター長、附属図書館長、国際

文化経済研究所長、東アジア研究所長、国際交流センター長、地域連携センター長、

教育開発センター長、学科長、学長補佐、事務局部長 

第４号区分 教授（第３号区分の項に掲げる者を除く。）、事務局次長、事務局部次長 

第５号区分 准教授、事務局課長 

第６号区分 講師、事務局課長補佐、事務局グループリーダー 

第７号区分 助教、事務局サブグループリーダー 

第８号区分 第１号区分から第７号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 

 



  

様式第１号(第２条関係) 

退 職 手 当 金 額 計 算 書 

退職当時の

勤 務 箇 所 
 

職

名 

 

氏

名 

 

生
年
月
日 

 

退 職 時 の 給 料 月 額 円（   給料表  級  号給・調整額   円) 

退職時の特例給料月額 円( 
退職時の

給料月額 
×(1＋2％×定年までの残年数) 

退 職 の 理 由   

勤

務

期

間 

(職員となった日)   年 月 日 

(退 職 の 日)   年 月 日 
   年  月 

除算する期間についての説明 

除算すべき期間             年  月 

退職手当の額の計算の基礎

となる勤続期間 

① 
     年  月 

適用する退職手当規程の条項 第 条第 項(    年附則第    項) 
② 

①②に基づき「支給割合の算出方法」 

に よ り 算 出 し た 支 給 割 合 
 

退

職

手

当

の

額

の

計

算 

基 本 額 
(給料月額)   (支給割合) 

円×     ＝                 円(a) 

調 整 額  

合 計  

規程第 11 条の５の場合 

扶養親族数(   )  人(   )  人(   )  人 

(給料)  (調整手当) (扶養手当) 

(    円＋    円＋    円)×
100

＝      円 

特 殊 退 職 等 に よ る

除 算 す べ き 額 
円 

支給すべき退職手当の額 円 

(備 考) 

 

 



  

様式第２号（第３条関係） 

退 職 勧 奨 の 記 録 

氏 名 

〔男・女〕 

生 年 月 日 
年 月 日 

( 歳) 

勤 務 箇 所

職 名 

  採 用 年 月 日 年 月 日 

退 職 年 月 日 年 月 日 

給 料 月 額 

            円 

職給料表  級  号給 

調整額      円 

勤 続 期 間 年 月 

退 職 勧 奨

年 月 日 

  
職 員 の 応 諾

年 月 日 
年 月 日 

退
職
勧
奨
の
理
由 

  

参
考
事
項 

  

作 成 者 の 職 員 名 
  

 



  

様式第３号（第５条第１項関係）（表面） 

 

退職手当支給制限処分書 

 

年  月  日   

 

              様 

 

長崎県公立大学法人理事長  印   

 

 

長崎県公立大学法人職員退職手当規程 
第 16 条第１項 

第 18 条第１項 
の規定により、一般の退職 

手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分として、下記の金額を支払わないこと

とする。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この処分書を受けた日から

６か月以内であっても、この処分の日から１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提

起することはできない。）。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して 60 日以内に

不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又

は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、

その裁決又は決定の送達を受けた日から起算して６か月以内であっても、その裁決又は決

定の日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

記 

 

金                 円 

（処分前の一般の退職手当等の額）              
                              円 

（処分後に支払われる一般の退職手当等の額） 
          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第３号（裏面） 

 

（退職をした者の氏名） 

（採用年月日）    年  月  日 
（勤続期間） 

 

              年  月 
（退職年月日）    年  月  日 

（退職時の所属） 

（退職時の職名） （退職時の給料月額）        円 

 

      （   職  級  号給） 

（支給制限処分の理由） 

（長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 16 条第１項で定める事情に関し勘案した内

容についての説明） 

備考１ 勤続期間とは、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 12 条第１項に規定する

勤続期間をいう。 

  ２ 不要の文字は、抹消すること。 



  

様式第４号（第５条第２項関係）（表面） 

 

退職手当支給制限処分書 

 

年  月  日   

 

              様 

 

長崎県公立大学法人理事長  印   

 

 長崎県公立大学法人職員退職手当規程 
第 18 条第１項 

第 18 条第２項 
の規定により、一般の退職 

手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分として、下記の金額を支払わないこと

とする。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この処分書を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この処分書を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

 

記 

 

金                 円 

（処分前の一般の退職手当等の額）              
                              円 

（処分後に支払われる一般の退職手当等の額） 
          円 



  

様式第４号（裏面） 

 

（退職をした者の氏名） 

（採用年月日）     年  月  日 （勤続期間） 

 

              年  月 
（退職年月日）     年  月  日 

（退職時の所属） 

（退職時の職名） （退職時の給料月額）        円 

 

       （   職  級  号給） 

（懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由） 

（長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 16 条第１項で定める事情に関し勘案した内

容についての説明） 

備考１ 勤続期間とは、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 12 条第１項に規定する 

勤続期間をいう。 

  ２ 不要の文字は、抹消すること。 



  

様式第５号（第６条第１項関係）（表面） 

 

退職手当支払差止処分書 

 

年  月  日   

              様 

 

長崎県公立大学法人理事長  印   

 

長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 17 条第１項の規定により、一般の退職手当等

の額の支払を差し止める。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して 60 日が経過した後においては、

この処分の後の事情の変化を理由に、長崎県公立大学法人理事長に対してこの処分の取消

しを申し立てることができる。 

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この処分書を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この処分書を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

 

 

（退職をした者の氏名） 

                               

（採用年月日）      年  月  日 （勤続期間） 

 

 

          年  月 

 
（退職年月日）      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第５号（裏面） 

 

（退職時の所属） 

 

 

（退職時の職名） （退職時の給料月額）        円 

 

       （   職  級  号給） 

（支払差止処分の理由） 

（支払差止処分の取消し） 

 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般

の退職手当等の額が支払われる。 

 １ この処分を受けた者について、この処分の理由となった起訴に係る刑事事件につ

き無罪の判決が確定した場合 

 ２ この処分を受けた者について、この処分の理由となった起訴に係る刑事事件につ

き、判決が確定した場合（禁
こ
錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定し

た場合を除く。） 

 ３ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職

手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合 

備考 勤続期間とは、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 12 条第１項に規定する勤

続期間をいう。 

 



  

様式第６号（第６条第２項関係）（表面） 

 

退職手当支払差止処分書 

 

年  月  日   

               様 

 

長崎県公立大学法人理事長  印   

 

 長崎県公立大学法人退職手当規程第 17 条第２項の規定により、一般の退職手当等の額

の支払を差し止める。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して 60 日が経過した後においては、

この処分の後の事情の変化を理由に、長崎県公立大学法人理事長に対してこの処分の取消

しを申し立てることができる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この処分書を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この処分書を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

 

 

（退職をした者の氏名） 

                               

（採用年月日）      年  月  日 （勤続期間） 

 

 

          年  月 

 
（退職年月日）      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第６号（裏面） 

 

（退職時の所属） 

（退職時の職名） 

 

（退職時の給料月額）        円 

  

（   職  級  号給）  

（法人に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（思料される犯罪に係る罰条：           ）  

（支払差止処分の取消し） 

 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般

の退職手当等の額が支払われる。ただし、３に該当する場合において、この処分を受け

た者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき

その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、こ

の限りでない。 

 １ この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑事事件につ

き無罪の判決が確定した場合 

 ２ この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係 

る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁
こ
錮以上の刑に処せられ 

た場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があった

場合であって、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 18 条第１項の規定による

処分を受けることなく、その判決が確定した日又はその公訴を提起しない処分があ

った日から６か月を経過した場合 

 ３ この処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し起訴をされることなく、かつ、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 18 条第

１項の規定による処分を受けることなく、この処分を受けた日から１年を経過した

場合 

 ４ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職

手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合 

備考  勤続期間とは、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 12 条第１項に規定する

勤続期間をいう。 



  

様式第７号（第６条第３項関係）（表面） 

 

退職手当支払差止処分書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

長崎県公立大学法人理事長  印 

 

 長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 17 条第２項の規定により、一般の退職手当等

の額の支払を差し止める。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して 60 日が経過した後においては、

この処分の後の事情の変化を理由に、長崎県公立大学法人理事長に対してこの処分の取消

しを申し立てることができる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この処分書を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この処分書を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

 

 

（退職をした者の氏名） 

                               

（採用年月日）      年  月  日 （勤続期間） 

 

 

          年  月 

 
（退職年月日）      年  月  日 

 

 

 

 

 

 



  

様式第７号（裏面） 

 

（退職時の所属） 

 

 

（退職時の職名） 

 

 

（退職時の給料月額）        円 

 

（   職  級  号給）  

（懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由） 

（支払差止処分の取消し） 
 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般
の退職手当等の額が支払われる。ただし、３に該当する場合において、この処分を受け
た者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき
その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、こ
の限りでない。 
 １ この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑事事件につ

き無罪の判決が確定した場合 
 ２ この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係 

る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁
こ
錮以上の刑に処せられ 

た場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があった
場合であって、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 18 条第１項の規定による
処分を受けることなく、その判決が確定した日又はその公訴を提起しない処分があ
った日から６か月を経過した場合 

 ３ この処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に
関し起訴をされることなく、かつ、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 18 条第
１項の規定による処分を受けることなく、この処分を受けた日から１年を経過した
場合 

 ４ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職
手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合 

備考  勤続期間とは、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 12 条第１項に規定する

勤続期間をいう。 



  

様式第８号（第６条第４項関係）（表面） 

 

退職手当支払差止処分書 

 

年  月  日   

            様 

 

長崎県公立大学法人理事長  印   

 

 長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 17 条第３項の規定により、一般の退職手当等

の額の支払を差し止める。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して 60 日が経過した後においては、

この処分の後の事情の変化を理由に、長崎県公立大学法人理事長に対してこの処分の取消

しを申し立てることができる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この処分書を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この処分書を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

 

 

（退職をした者の氏名） 

                               

（採用年月日）      年  月  日 （勤続期間） 

 

 

          年  月 

 
（退職年月日）      年  月  日 

 

 

 

 

 

 
 



  

様式第８号（裏面） 

 

（退職時の所属） 

 

 

 

（退職時の職名） 

 

 

（退職時の給料月額）        円 

 

（   職  級  号給）  

（懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由） 

（支払差止処分の取消し） 

 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般

の退職手当等の額が支払われる。 

 １ この処分を受けた者が長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 18 条第２項の規

定による処分を受けることなくこの処分を受けた日から１年を経過した場合 

 ２ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職

手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合 

備考  勤続期間とは、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 12 条第１項に規定する

勤続期間をいう。 



  

様式第９号（第７条第１項関係）（表面） 

 

 

退職手当返納命令書 

 

年  月  日   

 

              様 

 

長崎県公立大学法人理事長  印   

 

 長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 19 条第１項の規定により、既に支払われた一

般の退職手当等の額のうち下記の金額の返納を命ずる。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この命令書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この命令書を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この命令書を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

 

記 

 

金                 円 

 

（既に支払われた一般の退職手当等の額） 

円    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第９号（裏面） 

 

（退職をした者の氏名） 

 

 

 

（返納命令の理由） 

（長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 16 条第１項で定める事情のほか、この処分

を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明） 



  

様式第 10 号（第７条第２項関係）（表面） 

 

退職手当返納命令書 

 

年  月  日   

 

              様 

 

長崎県公立大学法人理事長  印 

 

 長崎県公立大学法人退職手当規程 
第 19 条第１項 

第 20 条第２項 
の規定により、既に支払われた 

一般の退職手当等の額のうち下記の金額の返納を命ずる。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この命令書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この命令書を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この命令書を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

 

記 

 

 

金                 円 
 

（既に支払われた一般の退職手当等の額） 

 

円    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第 10 号（裏面） 

 

（退職をした者の氏名） 

 

 

（懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由） 

（長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 16 条第１項で定める事情のほか、この処分

を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明） 

備考  不要の文字は、抹消すること。 



  

様式第 11 号（第８条関係）（表面） 

 

長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 21 条第１項に規定する懲戒解雇等処分を受け

るべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書 

 

年  月  日   

 

              様 

 

 

長崎県公立大学法人理事長  印   

 

 

 下記の退職をした者に対しその退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後におい

て、その者がその一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職

期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があるた

め、長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 21 条第１項の規定により通知する。 

 この通知をした長崎県公立大学法人理事長は、この通知が到達した日の翌日から起算し

て６か月以内に限り、この通知を受けた者に対し、下記の退職をした者が既に支払われた

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇

等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、その一般の退職手当等の

額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

 

 

記 

 

 

（退職をした者の氏名） 

（退職手当の受給者の氏名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第 11 号（裏面） 

 

（既に支払われた一般の退職手当等の額） 

 

円     

（懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第 12 号（第９条第１項関係）（表面） 

 

退職手当相当額納付命令書 

 

年  月  日   

 

              様 

 

長崎県公立大学法人理事長    印   

 

長崎県公立大学法人職員退職手当規程 

第 21 条第１項 

第 21 条第２項 

第 21 条第３項 

の規定により、退職手当の 

受給者に対し既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額のうち下記の金額の納付

を命ずる。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この命令書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この命令書を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この命令書を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

 

 

記 

 

 

金                 円 
 

（既に支払われた一般の退職手当等の額） 

 

円    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第 12 号（裏面） 

 

（退職をした者の氏名） 

（退職手当の受給者の氏名） 

（懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められる理由） 

（長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 16 条第１項及び第 21 条第６項で定める事

情に関し勘案した内容についての説明） 

備考  不要の文字は、抹消すること。 



  

様式第 13 号（第９条第２項関係）（表面） 

 

退職手当相当額納付命令書 

 

年  月  日   

 

              様 

 

 

長崎県公立大学法人理事長  印   

 

 

長崎県公立大学法人職員退職手当規程 
第 21 条第４項 

第 21 条第５項 
の規定により、退職手当の 

受給者に対し既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額のうち下記の金額の納付

を命ずる。 

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この命令書を

受けた日の翌日から起算して 60 日以内に長崎県公立大学法人理事長に対してすることが

できる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた

日の翌日から起算して６か月以内に長崎県公立大学法人を被告として（被告を代表する者

は長崎県公立大学法人理事長）提起することができる（なお、この命令書を受けた日の翌

日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

とこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この命令書を受けた日

の翌日から起算して 60 日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、

その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 

 

 

記 

 

 

 

金                 円 
 

（既に支払われた一般の退職手当等の額） 

 

円    

 

 

 

 

 

 



  

様式第 13 号（裏面） 
 

（退職をした者の氏名） 

（退職手当の受給者の氏名） 

（納付命令の理由） 

（長崎県公立大学法人職員退職手当規程第 16 条第１項及び第 21 条第６項で定める事

情に関し勘案した内容についての説明） 

備考  不要の文字は、抹消すること。 


